
学校いじめ防止基本方針 －指導マニュアル－ 

長野県長野高等学校 

 

１ いじめの定義 ＜いじめ防止対策推進法＞ 

  「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定

の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて

行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じるものをいう。 

 

２ 本校におけるいじめの考え方（基本方針） 

  いじめが、「いじめを受けた生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるのみならず、その生命に危険を生じさせるおそれのある事象である」という共通

認識に立ち、全職員があらゆる機会を通じて未然防止、早期発見につとめる。また、問題発生時には、

組織的かつ迅速な対応をとる。 

対応にあたっては、いじめられている生徒の立場で、心に寄り添った指導を行う。 

 

３ 具体的取組 

 ⑴ 教育相談（随時） 

  ・相談担当者（特別支援コーディネーター・養護教諭・学年担当）及びクラス担任を中心に、いじ

めの早期発見、情報収集に努める。 

 ⑵ 定期面談（５・８・12月） 

  ・年間計画に基づき年３回、クラス担任が個別に生徒と話をする時間を確保する。 

  ・教育相談や定期面談の内容をいじめ防止対策委員会で検討する。 

 ⑶ 人権教育週間（８月）および職員研修（10月） 

  ・人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成をめざし、教育のあらゆる場において、人権教育  

を推進する。（人権教育係目標） 

  ・「人権教育週間」を年間計画の中に位置づけ、各ＨＲで資料を配付し、読み合わせや討論会等を

実施し、いじめの未然防止につなげる。また、別途職員研修を実施する。 

 ⑷ 生活実態調査およびその結果を踏まえた面接の実施（11月） 

  ・年１回、生徒指導関係に絞った「生活実態調査」を実施し、いじめ等の実態把握の機会とする。 

 ⑸ 各種講演会の実施（随時） 

  ・情報モラル講演会（一学年：4月）、精神衛生講話（一学年：6月）、国際理解学習（二学年：9月） 

 

４ いじめ発生時の指導ポイント 

 ⑴ 関係生徒から事実確認（いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうした）を行う。＜担任、相談担当＞ 

 ⑵ 関係生徒が複数の場合は、同時に、かつ個別に聞き取りを行う。＜担任、相談担当＞ 

 ⑶ 生徒指導担当者が、それぞれの情報を整理し、一致しない点があれば聞き取り担当者に、どこを 

確認するかを指示する。＜学年担当＞ 

 ⑷ 事実確認は生徒指導担当者の指示により同時に終了するようにする。その後、関係生徒を集めて 

事実確認や指導を行う場合もある。＜学年担当＞ 

 ⑸ 事実確認にあたっては、保護者に連絡をとり事情説明を行う。特に、関係生徒の帰宅時間が遅く 

なる場合は、家庭連絡し、保護者の了承を得る。＜担任、学年担当＞ 



５ いじめ問題発生時の対応組織図と分担 

 

【いじめ対応担当者会議】  校長・教頭・生徒指導主任・いじめ防止対策委員・ 

相談担当者（特別支援コーディネーター・養護教諭・学年担当）・ 

学年主任・クラス担任等 

 ① 情報収集及び整理 

  ・関係職員から情報収集 

  ・被害生徒や保護者から事実確認 

  ・加害生徒から事実確認（保護者に了承を得る） 

  ・クラスや学年など生徒から事実確認（必要に応じて） 

② 指導体制・方針の検討（いつ、誰が、何を） 

【緊急職員会議】  全教職員 

① 情報の共有  ② 指導方針の共通理解  ③ 校内的な取組み及び支援体制 

 

【生徒指導係・クラス担任】 

・被害・加害の保護者への説明 

【校長・教頭】 

・県教育委員会への連絡、説明 

・ＰＴＡ役員等への説明 

・マスコミ対応 

【クラス担任・学年・生徒指導係】 

・被害生徒への支援 

・加害生徒への指導 

・傍観者への指導 

・クラス全体への指導 

【生徒指導係】 

・全校生徒への指導（必要に応じて） 

【学年】 

・当該学年の生徒への指導（必要に応じて） 

【全教職員】 

・組織的、継続的な指導及び支援 

【ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ(SC)】 

【ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ(SSW)】 

・支援が必要な生徒へのカウンセリ

ングの実施及びサポート 
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【いじめ防止対策委員会】 

 ・問題の総括、再発防止策の検討 
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